
  NPO法人による自家用有償旅客運送

バス路線が廃止となった地域等において、定期的な移動手段として、住民団体等が主体の互助による輸送が行われています。ご利用に当たっては、それぞれの          運行主体にお問い合わせください。

●運行主体
　NPO法人清里まちづくり振興会
●運行日
　月曜日から金曜日
　※土休日、年末年始は運休
●運行区域（地図P10）
　清里区、
　しみず屋（板倉区、毎週金曜日のみ）
●運行便数
　定時便5便、
　デマンド（予約）便3～4便

●運賃
　清里区内：大人300円、高校生200円、
　小・中学生100円（現金、回数券）
　清里区内～しみず屋：往復500円（現金のみ）
●利用方法
　停留所又は運行経路上で挙手し運転士に合図して乗車
　定時便：予約不要
　デマンド便（予約便）：前日の16時までに予約
●問合せ先
　NPO法人清里まちづくり振興会
　☎025-529-1218

清里区（くしりんバス） ※令和8年4月1日（水）運行開始

●運行主体
　NPO法人三和区振興会
●運行日
　月曜日から金曜日
　※土休日、年末年始は運休
●運行区域（地図P10）
　三和区内及び牧区北坪山地内
●運行便数
　17便（予約があった便のみ運行）

●運賃
　大人200円、中学生・高校生50円、
　小学生以下無料
●利用方法
　利用日の前日17時までに予約
●予約・問合せ先
　NPO法人三和区振興会
　☎025-529-2345

三和区（みんなの足）

●運行主体
　NPO法人柿崎まちづくり振興会
●運行日
　月曜日から金曜日
　※土休日、年末年始は運休
●運行区域（地図P9）
　柿崎区内
　（浜線・吉川西部循環線沿線を除く）
●運行便数
　8便（定時便1便、デマンド便7便）

●運賃
　大人200円、中学生以下100円、
　未就学児無料
　※利用登録なしの場合は500円
●利用方法
　デマンド便は利用日の前日15時
　までに予約
●予約・問合せ先
　NPO法人柿崎まちづくり振興会
　☎025-536-2140

柿崎区（はまなすバス）

●運行主体
　NPO法人中郷区まちづくり振興会
●運行日
　月曜日から金曜日
　※土休日、年末年始は運休
●運行区間（地図P11）
　中郷区内、妙高市新井地区及び
　関山地区
●運行便数
　３～４便

●運賃
　回数券利用者：300円
　（10枚綴り3,000円）
　現金利用者：500円
●利用方法
　運行経路上で挙手し運転士に合図して乗車
　（妙高市内は、各施設の停留所で乗降）
●予約・問合せ先
　NPO法人中郷区まちづくり振興会
　☎0255-74-2455

中郷区（中郷コミュニティバス　さくら号）


